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Information

見
・
早
期
防
除
が
大
切
で
す
。

大
量
発
生
し
た
と
き
は
、
「
ト

レ
ボ
ン
乳
剤
」
又
は
「
ス
プ
ラ

サ
イ
ド
乳
剤
」
の
散
布
が
効
果

的
で
す
。

　

な
お
、
自
力
で
防
除
で
き
な

い
人
は
、
各
森
林
組
合
ま
で
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

　

き
も
つ
き
森
林
組
合
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曽
於
地
区
森
林
組
合
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有
害
鳥
獣
捕
獲

　

農
林
業
者
が
被
害
防
除
対
策

を
講
じ
て
も
鳥
獣
に
よ
る
農
林

作
物
被
害
の
防
止
が
で
き
な
い

場
合
に
の
み
、
狩
猟
期
間
外
も

猟
友
会
の
協
力
を
得
て
、
鳥
獣

の
捕
獲
対
策
を
講
じ
て
い
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
】

　

市
林
務
水
産
課
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各
総
合
支
所
産
業
振
興
課

林
務
水
産
課
か
ら
の
お
知

ら
せ

野
鳥
を
勝
手
に
捕
ま
え
た
り
飼

う
こ
と
は
法
律
に
よ
り
禁
止
さ

れ
て
い
ま
す

　

メ
ジ
ロ
は
、
鳥
獣
の
保
護
及

び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法

律
に
よ
り
、
申
請
に
基
づ
き
１

世
帯
に
つ
き
１
羽
ま
で
飼
養
目

的
で
捕
獲
（
３
月
１
日
〜
７
月

14
日
を
除
く
）
で
き
ま
す
。

　

ホ
オ
ジ
ロ
は
、
法
改
正
に
よ

り
平
成
19
年
４
月
１
日
か
ら
新

た
な
捕
獲
が
で
き
な
く
な
り
ま

し
た
。

　

な
お
、
現
在
飼
養
し
て
い
る

人
は
、
登
録
の
有
効
期
間
内
に

飼
養
許
可
の
更
新
手
続
を
行
っ

て
く
だ
さ
い
。
飼
養
許
可
手
数

料
は
３
，
４
０
０
円
で
す
。

イ
ヌ
マ
キ
（
ヒ
ト
ツ
バ
）
の
害

虫
キ
オ
ビ
エ
ダ
シ
ャ
ク
に
注
意

　

近
年
、
「
キ
オ
ビ
エ
ダ
シ
ャ

ク
」
の
幼
虫
に
よ
る
イ
ヌ
マ
キ

類
へ
の
被
害
が
多
発
し
て
い
ま

す
。
こ
の
被
害
は
、
早
期
発

小
型
ガ
ス
瞬
間
湯
沸
器

を
ご
使
用
の
皆
さ
ん
へ

　

小
型
ガ
ス
瞬
間
湯
沸
器
を
、

換
気
扇
を
回
さ
ず
使
用
し
て
い

た
た
め
、
死
亡
に
い
た
る
事
故

が
多
発
し
て
い
ま
す
。

　

小
型
ガ
ス
瞬
間
湯
沸
器
を
使

用
す
る
と
き
は
、
必
ず
換
気
扇

を
回
し
ま
し
ょ
う
。

【
問
い
合
わ
せ
】

　

市
商
工
観
光
課
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７
月
は
「
社
会
を
明
る
く

す
る
運
動
」
強
調
月
間

で
す

〜
防
ご
う
犯
罪
と
非
行　

助
け

よ
う
立
ち
直
り
〜

　

今
年
で
57
回
目
と
な
る
「
社

会
を
明
る
く
す
る
運
動
」
は
、

す
べ
て
の
国
民
が
、
犯
罪
や
非

行
の
防
止
と
罪
を
犯
し
た
人
た

ち
の
更
正
に
つ
い
て
理
解
を
深

め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
に
お
い

て
力
を
合
わ
せ
、
犯
罪
や
非
行

の
な
い
明
る
い
社
会
を
築
こ
う

と
す
る
全
国
的
な
運
動
で
す
。

【
問
い
合
わ
せ
】

　

肝
属
保
護
区
保
護
司
会

　

会
長　

黒
江
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お知らせ版　No.036

戦
没
者
遺
児
慰
霊
友
好

親
善
事
業
へ
の
参
加
者

募
集

　

日
本
遺
族
会
で
は
、
「
戦
没

者
遺
児
慰
霊
友
好
親
善
事
業
」

の
参
加
者
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
事
業
は
、
戦
没
者
遺
児

に
対
す
る
慰い

し

ゃ藉
の
一
環
と
し
て
、

旧
満
州
、
旧
ソ
連
、
マ
リ
ア
ナ

諸
島
な
ど
15
地
域
で
慰
霊
追
悼

を
行
い
、
現
地
で
の
友
好
親
善

を
深
め
る
も
の
で
す
。

　

詳
し
く
は
、
左
記
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
】

　

鹿
児
島
県
遺
族
会
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パ
ー
ク
ヒ
ル
ズ
鹿
屋
宅
地

分
譲
の
購
入
者
を
募
集

●
募
集
内
容

　

宅
地
分
譲
区
画
数
＝
36
区
画

　

 

分
譲
価
格
＝
３
１
７
万
円
〜

４
９
３
万
円

　

 

坪
単
価
＝
4.2
万
円
〜
5.6
万
円

　

 

宅
地
面
積
＝
２
０
９
・
88
㎡

〜
３
４
５
・
08
㎡
（
63
・
48

坪
〜
１
０
４
・
38
坪
）

● 

受
付
期
間
＝
随
時
募
集
中

【
問
い
合
わ
せ
】

　

県
住
宅
供
給
公
社
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住
宅
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー

改
修
に
伴
う
固
定
資
産

税
の
特
例
措
置
を
創
設

● 

内
容
＝
高
齢
者
や
障
害
者
等

が
居
住
す
る
既
存
住
宅
で
、

一
定
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修

工
事
を
施
工
し
た
場
合
は
、

家
屋
に
係
る
翌
年
度
分
の
固

定
資
産
税
が
、
床
面
積
の
う

ち
１
０
０
㎡
を
限
度
に
３
分

の
１
減
額
さ
れ
ま
す
。

● 

対
象
＝
平
成
19
年
１
月
１
日

現
在
で
住
宅
が
存
在
し
、
平

成
19
年
４
月
１
日
か
ら
平
成

22
年
３
月
31
日
ま
で
に
改
修

さ
れ
た
住
宅
（
賃
貸
住
宅
を

除
く
）
で
、
工
事
代
金
の
う

ち
自
己
負
担
金
が
補
助
金
等

を
除
い
て
30
万
円
以
上
の
も

の
● 

申
請
方
法
＝
改
修
後
３
か
月

以
内
に
、
工
事
明
細
書
及
び

写
真
等
の
関
係
書
類
を
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

※ 

詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
・
申
請
先
】

　

市
資
産
税
課
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内
線
３
１
２
８
・
３
１
２
９

お
知
ら
せ

　鹿屋市では、温室効果ガスの排出抑制対策の推進等を職員一人ひとりに周知徹底し、
省エネルギー・省資源行動を遂行することにより、市の全機関を挙げて環境負荷の少
ない循環型社会を構築していくこと等を目的に、平成 19年３月に「鹿屋市役所地球温
暖化対策実行計画」を策定しました。

鹿屋市役所地球温暖化対策実行計画を策定

◆計画の範囲
　 　この計画は、市が実施する事務事業全てを対
象とします。
◆対象とする温室効果ガス
　 　二酸化炭素（CO2）、メタン（CH4）、一酸化
二窒素（C2O）、ハイドロフオロカーボン（HFC）
を対象とし、パーフルオロカーボン（PFC）、六
ふっ化硫素（SF6）は、排出実態の可能性が小さ
いこと、排出量の総排出量に占める割合が小さ
いことなどから対象としません。
◆対象期間
　 　平成 17年度を基準年として、平成 19年度か
ら平成 23年度の５年間とします。
◆目標
　 　平成 17年度と比べて平成 23年度までに６％
を削減します。

◆取り組み
　 　温室効果ガス排出量を削減するための取り組
みは、職員一人ひとりが、日常の公務の中で率
先的に実行することによって、初めて大きな効
果が得られるもので、以下の３つに取り組みま
す。
　○エネルギー及び資源の使用方法の適正化
　　・電気使用料の削減
　　・燃料使用料の削減
　　・用紙使用料の抑制
　　・事務用品等の再使用、長期利用
　○環境負荷の少ない物品等の調達
　　・グリーン購入の推進
　○社会全体からの排出への配慮
　　・廃棄物の排出抑制
　　・温室効果ガス排出削減に向けた啓発

【問い合わせ】
市環境政策課   ☎ 0994-31-1156

　平成 18年４月１日から平成 19年３月 31日までの、情報公開・個人情報保護制度の運用状況を公表します。

●情報公開制度の運用状況
◆開示請求の件数等

請求件数
決定内容

開示 一部開示 不開示 その他
36 ７ 19 ５ ５

◆不服申立ての件数及び処理状況

件数
処理状況

却下 棄却
認容

全部 一部
１ ０ １ ０ ０

●個人情報保護制度の運用状況
◆開示請求の件数等

請求件数
決定内容

開示 一部開示 不開示 その他
７ ３ ４ ０ ０

※ 訂正請求、利用停止請求及び決定に対する不服申立ては
ありませんでした。

◆開示請求の特例に係る開示申出の件数
試験名 実施機関 受験者数 開示申出件数

鹿児島県公立高
等学校入学者選
抜学力検査

教育委員会 194 人 24 件

●詳しくは、市ホームページをご覧ください。 【問い合わせ】市情報行政課　☎ 0994-31-1135

「情報公開・個人情報保護制度」平成18年度運用状況の公表

◆ 温室効果ガス総排出量の現状と目標 ◆
○平成 17 年度（基準年度）総排出量　16,536,674（㎏－ CO2）
　　　　　　　　　　　　　　　　  　　↓ ６％削減 985,362（㎏－ CO2）
○平成 23 年度（目標年度）総排出量　15,551,312（㎏－ CO2）

鹿屋市役所地球温暖化対
策実行計画は、市ホーム
ページに掲載しています。

メジロ

キオビエダシャクの幼虫


